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建設工事（市内業者用） 
 

 平成２３年度競争入札参加資格審査申請書提出要領 
 

   八戸市が発注する建設工事に係る競争入札参加資格審査申請を次のとおり受付します。 

 

 

  １ 受付期間   平成２３年１月３１日（月）から平成２３年２月１８日（金）まで 

           （土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 

  ２ 受付時間   午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

 

  ３ 提出方法   持参による提出のみとします。 

 

  ４ 有効期間   平成２３年６月１日から平成２４年５月３１日まで（１年間） 

 

  ５ 申請者の要件 

     建設工事に係る資格審査を受けようとする者は、次のいずれかに該当する場合は、資格審 

    査を受けることができない。 

   (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

   (2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

   (3) 競争入札参加資格審査申請書又は添付書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記 

    載をしなかった者 

(4) 国税又は地方税を滞納している者 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号 

    に規定する暴力団員がその役員となっている法人その他暴力団員が経営に関与していると認 

    められる者で、適正な競争を妨げる恐れがあると認められるもの 

(6) 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定による許可を受けていない者 

(7) 建設業法第27条の23第２項の規定による経営事項審査（審査基準日が平成２１年７月１８ 

日以降のものに限る。）を受けていない者 

(8) 希望する工事種別に係る建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第２１条の４ 

の通知書（総合評定値通知書）に記載されている総合評定値及び直前２又は３事業年度にお 

ける年間平均完成工事高がない者 

 

  ６ 提出書類 

     申請書類の様式は、当市ホームページよりダウンロードしてご利用ください。 

 

提 出 書 類  

※(1)～(10)をファイリング 

市内 

業者 

     摘 要 

(1) 競争入札参加資格審査申請書 

（第１号様式） 

○ 八戸市独自様式のみ可 
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(2) 総合評定値通知書（写し） ⇒２部 ○ １部は綴らずに提出 

(3) 登記簿謄本又は身分証明書（写し） ○ 証明日が申請書提出時以前の 

３か月以内のもの 

(4) 技術職員名簿（写し）   ⇒２部 ○ １部は綴らずに提出 

(5)工事経歴書（写し） ⇒直前２事業年度分 ○ 経営事項審査申請に使用したもの 

(6)納税証明書 

※市税については証明願（第８号様式） 

○ 証明日が申請書提出時以前の 

３か月以内のもの 

(7)営業所一覧表（第３号様式） ○  

(8)使用印鑑届（第４号様式） ○  

(9)年間委任状（第５号様式）  ⇒２部 

 

△ １部は綴らずに提出 

※該当する場合のみ 

(10)事業協同組合特例計算に関する書類 △ ※該当する場合のみ 

(11)入力票（八戸市独自様式・第６号様式） ○ 

(12)主観的評価項目申告書（第７号様式） 

及び添付書類  

※主観的評価項目ごとの添付書類 参照 

○ 

(13)口座振替受領申出票 △ 

(14)資本関係・人的関係に関する調書 △ 

 

 

 

※ファイルに綴らずに提出 

（△は該当する場合のみ提出） 

 

 

   

    ○ 記載要領 

(1) 競争入札参加資格審査申請書（建設工事）‥‥‥八戸市独自様式（第１号様式） 

     ・ 建設工事の工事種別は、別表に掲げる２８業種とします。 

     ・ 競争入札に参加を希望する工事種別欄に必ず「○」を記入してください。 

     ・ 希望できる工事種別は１０業種までとします。 

・ 総合評定値通知書に記載されている総合評定値(P)点及び直前２又は３事業年度における 

年間平均完成工事高がない工事種別は申請できません。 

     ・ 行政書士等が代理申請する場合は、「８提出書類に関する注意事項」を参照してください。 

       (2) 総合評定値通知書の写し（Ａ４判）‥‥‥２部（１部は綴らずに提出すること） 

(3) 法人である場合は登記簿謄本、個人である場合は身分証明書（写し可） 

             ‥‥‥証明日が申請日の３か月以内に交付を受けたものに限る。 

(4)  経営事項審査申請書の技術職員名簿の写し（Ａ４判） 

                        ‥‥‥２部（１部は綴らずに提出すること） 

(5) 経営事項審査申請に使用した工事経歴書の写し（Ａ４判） ‥‥‥直前２事業年度分 

(6) 納税証明書 

      次の諸税に関する納税証明書（証明日が申請日の３か月以内に交付を受けたものに限る。） 
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  区 分 
 

 

税     目 
 

 

年   度   等 
 

 

 証明書請求先 
 

 

 法人税 
 

 消費税及び地方消費税  

 

 未納税額のないことの証明 
 （納税証明書「その３」 
   又は「その３の３」) 

 

 
 八戸税務署 
 

 

 

 
 
 法人の場合 
 
 

 

 法人市民税、固定資産税、 
軽自動車税 

 

 

市税に滞納が無いことの証明 
 

 八戸市 
資産税課 

 
 

 申告所得税 
 

 消費税及び地方消費税  
 

 

 未納税額のないことの証明 
 （納税証明書「その３」 
   又は「その３の２」) 

 

 
 八戸税務署 

 

 
 
 個人の場合 
 

 

 市県民税、固定資産税、 
軽自動車税、国民健康保険税 

 

 

市税に滞納が無いことの証明 
 
 

 

 八戸市 
資産税課 

 

 
    「未納税額のないことの証明」（国税）について（写し可） 

 ・消費税及び地方消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、また、当該
年度の納付すべき税額の有無にかかわらず提出すること。 
・申請日から遡って３ヶ月以内に発行されたものを提出してください。（写し可） 
・電子納税証明書で提出する場合は、ファイルの入ったフロッピーディスクとプリントアウト

した納税証明書データシートの両方を提出してください。 
 
「市税に滞納が無いことの証明」（市税）について（写し不可） 
・証明窓口は、資産税課（市庁別館３階）、南郷区役所市民生活課、市内各支所（白銀サービス

コーナーを除く）です。 
・申請日から遡って３ヶ月以内に発行された原本を提出してください。（写し不可） 
・証明窓口に提出する「税証明交付申請書」には「その他の証明」欄にチェックし、「市税に滞

納がないことの証明」と記入し、「証明願」第８号様式を添付し申請してください。 
・代理の申請の場合、本店(個人の場合：本人)から申請者（窓口にいらっしゃる方）への委任状
が必要です。 
・委任状の印と申請書の印は実印を使用して下さい。 
・窓口に来られる方の本人確認をしています。運転免許証、健康保険証、パスポート等、本人確

認のできるものを持参してください。 

(7) 営業所一覧表（第３号様式） 

 ・ 本店のみの場合でも、必ず提出してください。 

(8) 使用印鑑届（第４号様式） 

・ 入札、見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に使用する印鑑を押印してください。 

    (9) 年間委任状（第５号様式） 

・ 代表者が前記有効期間を通じて入札、見積等の権限を委任（代理人を設定）する場合、 

        委任状を２部（正本１部・写し１部）作成し、写しは綴らずに提出してください。 

 (10) 「八戸市事業協同組合に係る競争入札参加者資格審査の特例実施要領」に規定する書類 

               ‥‥‥事業協同組合（官公需適格組合）で特例計算を希望する場合  

  (11)  入力票（建設工事）（第６号様式） 

        ・ 作成にあたっては、「入力票の記入例（建設工事）」を参照し、綴らずに提出してくだ

 さい。 

(12) 主観的評価項目申告書（第７号様式） 
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・ 該当する事項について、添付書類を併せて提出してください。 

・ 該当する事項がない場合でも、必ず提出してください。 

○ 主観的評価項目ごとの添付書類 

評価項目 添付書類 

①ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得状況 ＩＳＯ９０００シリーズの審査登録証等の写し 

②ＩＳＯ１４００１認証取得状況 ＩＳＯ１４００１の審査登録証等の写し 

③除雪業務（市内の市道等）の請負実績

に関する事項 

○下記「※③除雪業務の請負実績に関

する事項について」参照 

平成22年度の除雪業務の請負実績確認書類とし

て契約書等の写し 

（※ただし、市からの元請の場合は省略可） 

④社会保険料納付状況  

 （健康保険及び厚生年金保険に加入） 

社会保険料納入告知額・領収済額通知書の写し

又は社会保険料納付証明書 

（申請時点の直近12箇月分） 

      ※③除雪業務の請負実績に関する事項について 

    ○ 平成２２年度において次のいずれかに該当する場合には、契約書等の写しまたは発注者 

が施工実績を証明する書類を提出してください。 

 ただし、下記の一又は二に該当する場合には、提出書類を省略することができます。 

        一 市から市道又はそれに準ずる道路の除雪業務の請負をした者 

二 市に対し市道又はそれに準ずる道路の除雪のための車両等を貸与した者 

三 国又は青森県から市内の国道又は県道の除雪業務の請負をした者 

四 三に掲げる者から当該業務の一部の請負をした者 

(13) 口座振替受領申出票 

・今年度と登録内容に変更がない場合は提出不要です。 

・詳しくは「口座振替受領申出票の提出について」をご覧ください。 

   ・ 前金払の請求をする方は、前金払の受領口座についても併せて提出してください。申出票

の右上空欄に「前金払用」と記載してください。 

   ・物品等または測量・建設コンサルタント等業務で提出した方は、建設工事には提出不要です。 

(14)  資本関係・人的関係に関する調書 

・ 該当する場合のみ、提出が必要です。 

・ 会社法第2条第3号及び第4号に規定する親会社・子会社に該当するか、又は役員の兼務に

ついて記載して下さい。 

 

７ 専門工事を希望する場合 

     次に掲げる専門工事への競争入札に参加を希望する者は、「専門工事に係る技術資料の提出に

ついて」を熟読の上、申請書類提出時に併せて、技術資料を提出してください。 

   ○ 技術資料提出の対象となる専門工事 

    ・ ほ装工事のうち「アスファルトほ装工事(機械施工）」 

    ・ 土木工事のうち「下水道管渠推進工事」 

    ※施工実績について、技術者が交代した場合においては、工事期間の過半数を担当した技術者の
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実績とします。（過半数を施工していないものは、施工実績として記載できません。） 

※ 「専門工事に係る技術資料の提出について」及び提出書類の様式は、当市ホームページより

ダウンロードしてご利用ください。 

 

  ８ 提出書類に関する注意事項 

   (1) 申請書類は、指定のあるもの以外はＡ４判に統一し、Ａ４Ｓ（水色）のファイルに上記６提出

書類の(1)～(10)の順序で綴り込みの上、提出してください。 

     なお、(11)～(14)はファイルに綴らずに提出してください。 

   (2) 専門工事に係る技術資料は、ファイルには綴らず、申請書類とは別に提出してください。 

   (3) ファイルの表紙及び背表紙にはタイトル「競争入札参加資格審査申請書」と社名を記入してく

ださい。 

   (4) 営業所一覧表は、中央公契連統一様式又は同様の記載内容であれば独自様式により作成された

ものでも可とします。 

   (5) 原本以外の「写し」による提出の場合は、鮮明な書類に限ることとします。 

 (6)  行政書士等が代理申請する場合は、競争入札参加資格審査申請書「16 申請代理人」欄に記入

してください。 

※ 申請者の従業員が代表者に代わって申請書を提出する場合は本欄への記載は不要です。 

① 申請書への押印について 

行政書士等が申請代理人として代理申請する場合には、申請書への押印は、申請代理 

人欄に申請代理人の押印をすれば足ります。ただし、委任状の受任者欄に押印した印と 

同一のものを使用してください。 

※「07 代表者氏名」欄への申請者の代表者印の押印は不要です。 

② 委任状の提出について 

  代理申請を行う場合には、申請者本人から申請代理人への委任状の提出が必要です。 

委任状は必ず次の条件を満たしたものの正本を提出してください。 

※委任状の様式は、国土交通省の様式例を参照のこと。 

【委任状の条件】 

 ・ 委任状の日付が申請日から３か月以内のもの。 

 ・ 委任の範囲が具体的に記載してあること。 

・ 受任者が行政書士の場合には、行政書士の登録番号（行政書士証票の番号）の記 

載があること。 

        ・ 委任者・受任者の氏名、住所の記載及び押印があること。 

 

  ９ 資格審査結果の公表 

     資格審査の結果、競争入札参加資格があると認定された者については、その名称並びに認定し

た工事種別及び等級を競争入札参加資格者名簿に登載するとともに、平成２３年５月下旬に当市

ホームページにその名簿を公表します。 

 

１０ その他 

   (1) 受付期間内に申請書類を提出できなかったり、申請書類の不足又は記載事項の不備等により受

付期間内に受理されなかった場合には、平成２４年度の受付まで申請することができませんので、
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申請書類の提出にあたっては十分注意してください。 

   (2) 申請書類の提出後、申請内容に変更が生じたときは、その事実を証明する書類を添付して速や

かに届出ください。 

   (3) 提出した総合評定値通知書の有効期間が満了する際は、事前に新たな総合評定値通知書の写し

（Ａ４判）１部を提出してください。提出のない場合、入札に参加できないことがあります。 

    

 １１ 提出先・問い合わせ先    

八戸市財政部管財契約課契約グループ 

        住 所   〒０３１－８６８６ 八戸市内丸一丁目１番１号 

        ＴＥＬ  ０１７８－４３－２１１１ 内線２５１・７２３ 
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別表（建設工事） 
 
 №  略称   工事種別    許可建設業 発  注   工  事  例 

 １  土木  土木工事  土木工事業 
 側溝工事、道路築造工事、下水道工事、造成工事、 
 下水道管渠推進工事、水路築造工事 

 ２  建築  建築工事  建築工事業 
 鉄筋・鉄骨コンクリート建築工事、木造建築工事、 
 プレハブ建築工事 

 ３  大工  大工工事  大工工事業  大工工事 

 ４  左官  左官工事  左官工事業  左官工事 

 ５  とび 
 とび・土工・コ 
 ンクリート工事 

 とび・土工工事業  杭打ち工事、解体工事、地盤改良工事、土工事 

 ６  石  石工事  石工事業  石材加工石積工事 

 ７  屋根  屋根工事  屋根工事業  屋根ふき工事 

 ８  電気  電気工事  電気工事業 
 屋内電気設備工事、照明灯設備工事、発電設備工事 
 、計装設備工事、受変電設備工事 

 ９  管  管工事  管工事業 
 給排水・給湯設備工事、冷暖房設備工事、空気調和 
 設備工事、ガス管配管工事 

 10  タイ 
 タイル・れんが・ 
 ブロック工事 

 タイル・れんが・ 
 ブロック工事業 

 築炉工事、タイル・れんが・ブロック張工事 
 

 11  鋼  鋼構造物工事  鋼構造物工事業  橋梁上部工事、鉄骨組立工事、水門等門扉設置工事 

 12  鉄筋  鉄筋工事  鉄筋工事業  鉄筋加工組立工事 

 13  ほ装  ほ装工事  ほ装工事業  アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事 

 14  しゅ  しゅんせつ工事  しゅんせつ工事業  しゅんせつ工事 

 15  板金  板金工事  板金工事業  板金加工取付工事、建築板金工事 

 16  ガラ  ガラス工事  ガラス工事業  ガラス加工取付工事 

 17  塗装  塗装工事  塗装工事業  路面表示工事、塗装工事、ライニング工事 

 18  防水  防水工事  防水工事業 
 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、塗膜防 
 水工事、シート防水工事 

 19  内装  内装仕上工事  内装仕上工事業  内装仕上工事、たたみ工事、ふすま工事 

 20  機械  機械器具設置工事  機械器具設置工事業 
 ポンプ設備工事、昇降機設置工事、プラント設置工 
 事、ボイラー設備工事 

 21  熱  熱絶縁工事  熱絶縁工事業  冷凍冷蔵設備工事 

 22  通信  電気通信工事  電気通信工事業 
 電気通信機械設置工事、電波障害改善工事、放送機 
 械設置工事 

 23  造園  造園工事  造園工事業  植栽工事 

 24  さく  さく井工事  さく井工事業  さく井工事 

 25  建具  建具工事  建具工事業  サッシ取付工事、シャッター取付工事 

 26  水道  水道施設工事  水道施設工事業  水道施設工事、下水処理設備工事 

 27  消防  消防施設工事  消防施設工事業  消火設備工事、火災報知設置工事 

 28  清掃  清掃施設工事  清掃施設工事業  ごみ・し尿処理施設工事 

 


